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物価高騰の影響を受ける市民・事業者の皆様を支援します！ 

～物価高騰を乗り越えるための本市独自事業の実施～ 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響が続く中、市民・事

業者の皆様に対し、尼崎市独自の支援を実施します。

電子地域通貨「あま咲きコイン」（以下、「あま咲きコイン」）を

子育て世帯に給付するほか、地域経済の活性化も見据え、「あま咲

きコイン」のポイント還元事業の拡充を行います。

また、市内事業者が兵庫県中小企業融資制度（コロナ対策）を利

用する際に必要な信用保証料の一部を補助します。

※なお、本取組は令和５年６月に開会する市議会定例会において  

予算が可決された場合に実施します。

１ 子育て世帯に対する「あま咲きコイン」１万円相当分を給付 

  対   象：国の子育て世帯生活支援特別給付金の対象とならない子育て世帯

（対象児童：約５万５千人）

  実 施 内 容：対象児童１人につき１万円相当分のあま咲きコインを給付

  実 施 時 期：令和５年１０月から給付開始予定（QR コード送付）

問い合わせ先：こども青少年局 こども福祉課（連絡先 06-6489-6349）

２ 令和５年度「あま咲きコイン」プレミアムキャンペーンの内容を拡充 

  対   象：あま咲きコインの利用者（初めての購入者も含む）

  実 施 内 容：①プレミアム付きチャージ（アプリ１０％、カード５％）の上限額の引き上げ

（２万円から４万円へ）

        ②決済時のポイント還元（５％）の上限の引き上げ

（２，５００ポイントから５，０００ポイントへ）

  実 施 時 期：①令和５年７月下旬から１か月程度

        ②令和５年１０月から引き上げ（令和６年１月末まで）

問い合わせ先：経済環境局 経済部 地域産業課（連絡先 06-6430-9750）

３ 兵庫県中小企業融資制度（コロナ対策）を利用する際の信用保証料を補助 

  対   象：市内中小事業者

  実 施 内 容：兵庫県中小企業融資制度を利用する際に必要な信用保証料の一部を補助

        （補助上限額５０万円、補助率２／３）

  対 象 時 期：令和５年４月から１２月までの融資実行分

問い合わせ先：経済環境局 経済部 地域産業課（連絡先 06-6430-9750）

※１、２の「あま咲きコイン」には使用期限がありますので給付時によくご確認ください。

令和５年５月３０日 
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【参考】その他の令和５年度物価高騰対策 

【令和５年度当初予算】 

▼省エネ設備の導入等に対する補助の実施

  対 象：市内事業者

  実 施 内 容：①簡易省エネ・省エネ診断に対する補助（簡易省エネ１００件、省エネ３０件）

②省エネ・再エネ設備の導入に対する補助（省エネ１００件、再エネ１０件）

  実 施 時 期：令和５年６月１日から受付開始予定

問い合わせ先：経済環境局 経済部 経済観光振興課（06-6489-6670）
  参考 URL 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/sangyo/yusi_josei/eco_sien/1006271/1034045.html 

▼令和５年度「あま咲きコイン」プレミアムキャンペーン（当初予定分） 

  対   象：あま咲きコインの利用者（初めての購入者も含む）

  実 施 内 容：①プレミアム付きチャージ（アプリ１０％、カード５％）

（上限額２万円）

        ②決済時のポイント還元（５％）

         （上限２，５００ポイント）

  実 施 時 期：①令和５年７月下旬から１か月程度

②令和５年４月から令和６年１月末まで

問い合わせ先：経済環境局 経済部 地域産業課（連絡先 06-6430-9750）
  参考 URL 
  https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1022002/1024632/index.html 

【令和５年度第２号補正予算】 

▼住民税非課税世帯に対する給付金の支給

  対 象：住民税非課税世帯

  実 施 内 容：１世帯あたり３万円を支給

  実 施 時 期：令和５年７月中旬以降支給

問い合わせ先：福祉局 福祉部 調整担当（06-4950-6025）
  参考 URL 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/seikatusien/1034029/1034031.html 

▼低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給 

  対   象：令和５年３月分の児童扶養手当受給者及び家計急変世帯等

  実 施 内 容：対象児童１人あたり５万円を支給

  実 施 時 期：令和５年５月下旬以降支給

問い合わせ先：こども青少年局 こども福祉課（連絡先 06-6489-6349）
  参考 URL 

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kosodate-kyoiku/kosodate/047jidouteate/1034104.html 

以 上  


